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小規模企業共済のすすめ 
経営者の退職⾦︕ 
今月は不動産投資家などを含むすべ
ての個⼈事業者やオーナー企業経営
者の方の節税にお勧めの小規模企
業共済について解説したいと思いま
す。 

この制度は、個人事業者や同族会
社の経営者が掛⾦（1000円から
7万円まで）を毎月支払い、将来廃
業や退任、死亡をした場合に共済⾦
を受け取る、という共済制度です。受
取方法は一括受取りや分割受取り
など選択できます。死亡や廃業の場
合は 5年ほどで掛⾦合計を超える
額を受け取れますし、任意解約の場
合も 20年ほどで掛⾦合計を上回り
ます。15年間積み⽴てていれば 65
歳以上になるとほぼ死亡時と同額が
受け取れます。納付した掛⾦の範囲
内で保証⼈なしで借入もできます。 

「国」保証付きの節税策 
支払った掛⾦は全額が所得控除の対
象になります。所得控除とは事実上の
経費ですので、不動産所得でも何でも
経費扱いです。一括受取した共済⾦
は税務上かなり優遇される退職所得扱
いですので、こちらもお得です。さらにもし
死亡時に受け取る場合は死亡退職⾦
扱いとなり相続人は 500万円×相続
人の数まで相続税非課税です。正直
お得過ぎます。 

この節税制度の胴元は独⽴⾏政法⼈
中小企業基盤整備機構で、99.9%
国出資の天下り団体です。つぶれる心
配は銀⾏より無さそうですので貯⾦する
くらいならぜひ。 

今月のコメント 
サッカープレミアの我がマン U が⾒事に EL
で優勝を果たしました。これで晴れて来年
の CL への切符を掴みました。来年の選手
補強にも影響が出ると言われていましたの
でほっとしました。今期序盤は特に調子が
悪かったですがさすがにモウリーニョは固いチ
ームに仕上げてきましたし、本当にトーナメ
ントには強いですね。批判もあるようですが
最初の状態が悪すぎたのです。 

私は来期のマン U は期待できると思ってい
ます︕ 
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